
議案第 13号 

 

 

開成町町営水道事業条例の一部を改正する条例を制定することについて 

 

 

 

 開成町町営水道事業条例の一部を改正する条例を制定する。よって、地方自治法第 96

条第１項の規定により議会の議決を求める。 
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開成町長 山 神  裕    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 開成町町営水道事業の財政健全化を図るため、水道料金の改定をしたいので、開成

町町営水道事業条例の一部を改正する条例の制定を提案いたします。 

 



開成町条例 号 

 

   開成町町営水道事業条例の一部を改正する条例 

 

 開成町町営水道事業条例（平成10年開成町条例第17号）の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すよう

に改正する。 

改正後 改正前 

（料金） （料金） 

第22条 料金は、料金算定のために定めた

２月の期間（以下「算定期間」という。）

につき、次の表に定める基本料金と超過

料金との合計額に、消費税法（昭和63年

法律第108号）第29条の税率と当該税率に

地方税法（昭和25年法律第226号）第72

条の83の税率を乗じて得た率を合計した

率（以下「消費税率等」という。）を乗

じて得た額との合計額とする。この場合

において、１円未満の端数が生じたとき

は、これを切り捨てるものとする。 

第22条 料金は、料金算定のために定めた

２月の期間（以下「算定期間」という。）

につき、次の表に定める基本料金と超過

料金との合計額に、消費税法（昭和63年

法律第108号）第29条の税率と当該税率に

地方税法（昭和25年法律第226号）第72

条の83の税率を乗じて得た率を合計した

率（以下「消費税率等」という。）を乗

じて得た額との合計額とする。この場合

において、１円未満の端数が生じたとき

は、これを切り捨てるものとする。 

基本料金 超過料金 

使用水量 料金 使用水量 料金（１m3

につき） 

2 0㎥まで

の分 

1,630円2 0 m 3を超

え40 m 3ま

での分 

100円

4 0 m 3を超

え60 m 3ま

での分 

110円

6 0 m 3を超

え100m3ま

での分 

125円

100㎥を超

え200㎥ま

での分 

140円

200m3を超

える分 

155円

 

基本料金 超過料金 

使用水量 料金 使用水量 料金（１m3

につき） 

2 0 m 3まで

の分 

1,400円2 0 m 3を超

え40 m 3ま

での分 

85円

40 m 3を超

え60 m 3ま

での分 

95円

60 m 3を超

え100m3ま

での分 

105円

（新設） 

 

 

100m3を超

える分 

115円

 

  



 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年10月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）前から継続して使用している水道の

使用に係る料金で、施行日以後初めて確定する料金については、この条例による改定後

の第22条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 


